
 

事 務 連 絡  

令和８年６月 30 日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 担 当 課 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

各都道府県・指定都市・中核市保育所・認定こども園担当課 御中 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校担当課  

高等専門学校を設置する公立大学法人を設立する各地方公共団体担当課 

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 

 

文部科学省総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

令和８年度「生命（いのち）の安全教育推進アドバイザー」派遣事業について（周知） 

 

 平素より文部科学行政に格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。 

 子供に対する性犯罪・性暴力は児童生徒の心身に有害な影響を及ぼし、かつ、その人権

を著しく侵害する極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。 

 文部科学省では、子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための「生命

（いのち）の安全教育」を推進しており、全国展開を図っているところです。 

この度、「生命（いのち）の安全教育」に取り組もうとする教育委員会や学校等が実施す

る教職員等を対象とした研修会等に、求めに応じて有識者等を「生命（いのち）の安全教

育推進アドバイザー」として派遣する事業を実施することとしました。本事業の詳細につ

いては別添の資料及び文部科学省ウェブサイトをご参照いただき積極的にご活用くださ

い。 

このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、市（指定都市を除く）町村教

育委員会及び所管の学校等に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校等

に対して、各都道府県におかれては、市町村及び所轄の私立学校法人、保育所、認定こど

も園に対して、各指定都市・中核市におかれては、所轄の保育所、認定こども園に対して、

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体におかれては、所轄の学

校設置会社に対して、附属学校を置く国公立大学法人におかれては、その設置する学校等

に対して、高等専門学校を設置する公立大学法人を設置する各地方公共団体におかれては、

子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための「生命（いのち）の安全教
育」について、「生命（いのち）の安全教育推進アドバイザー」派遣事業を実施しますので関
係者へ周知いただくようお願いします。 



 
その設置する高等専門学校に対して、独立行政法人国立高等専門学校機構におかれては、

その設置する高等専門学校に対して、御周知くださるようお願いします。 

その際、学校に置ける働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、例えば

他の案件とまとめて周知する、教育委員会主催の教員研修の場で配布する等、貴課におい

て必要に応じてご判断いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１．「生命（いのち）の安全教育推進アドバイザー」派遣事業掲載ホームページアドレス 

文部科学省ホームページ「性犯罪・性暴力対策の強化について」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 

 

 

 

以 上 
 
 

 

【本件担当】 
文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 
男女共同参画学習室 男女共同参画推進係 
電   話：03(6734)2654 

Ｅメール ：danjo@mext.go.jp 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html

